
 
 

 
平成 28年２月９日 

 
 

風力発電システムの開発などの事業を営んでいると偽って 

社債購入を勧誘する「株式会社エコロジーライフ」に関する注意喚起 
  

平成 27年８月以降、風力発電システムの開発などの事業を営んでいると偽って、無担保転換社

債型新株予約権付社債（以下「社債」といいます。）の購入を勧誘する事業者に係る相談が、各地

の消費生活センター等に寄せられています。 

消費者庁が調査したところ、「株式会社エコロジーライフ」（以下「エコロジーライフ」といい

ます。）の勧誘において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為（不実のことを告げること）

を確認したため、消費者安全法（平成 21年法律第 50号）第 38条第１項の規定に基づき、消費者

被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。 

 

【勧誘事例の概要】 

①   エコロジーライフは、消費者に対し、同社の会社概要及び事業内容とする風力発電の概要

を記載したパンフレットや社債のお申し込み用紙等一式（以下「勧誘資料」といいます。）

が入った封筒（以下「封筒」といいます。）を送付してきます。 

②  その後、消費者に、エコロジーライフの社債の購入を希望すると称する者（以下「購入希望   

者」といいます。）から電話があり、「社債を購入したいが、その社債は本人（消費者。以下

同じ。）又は本人の親戚しか購入することができないので、エコロジーライフから電話がかかっ

てきたら、私（購入希望者）をあなた（消費者。以下同じ。）の親戚であると答えてほしい。」

などと依頼してきます。 

③  消費者によっては、購入希望者の依頼を承諾してしまいます。 

④  その後、購入希望者の依頼を承諾した消費者に、エコロジーライフから購入希望者との関

係を確認する電話があり、消費者は、「購入希望者は、自分（消費者）の親戚である。」と答

えます。 

⑤  数日後、エコロジーライフから消費者に電話があり、「あなたがうそをついたことで、エコ

ロジーライフの口座が止められてしまった。その責任として 3000万円（購入希望者の社債購

入金額）の１割の 300万円を支払ってほしい。」などと金銭の支払を要求してきます。 

⑥  また、エコロジーライフとは別の関係者からも消費者に電話があり、「親戚だとうそをつい

て社債を購入しようとしたため購入希望者は逮捕された。あなたも逮捕されることになる。

購入希望者の保釈金やあなたの裁判費用も必要になる。」などと金銭の支払を要求してきます。 

 

 

【消費者へのアドバイスの概要】 

○  見知らぬ人や事業者からの「社債を購入したいが、その社債は封筒が届いた本人か本人の

親戚しか購入ができないので、私（購入希望者）をあなたの親戚ということにしてほしい。」

などといった依頼は詐欺の手口です。見知らぬ人や事業者からこのような依頼を受けても決

して応じてはいけません。 

○  このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に各地の消費生活相談

窓口（消費生活センター等１８８）や警察（＃９１１０）に相談しましょう。 
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１．事業者の概要 

名   称 株式会社エコロジーライフ 

所 在 地 東京都北区赤羽南１－９－11赤羽南ビル６Ｆ 

代 表 者 尾崎 正道 

設   立 平成４年４月 

資 本 金 １億 4000万円 

事 業 内 容 風力発電システムの開発及び販売・メンテナンス業務  

※ エコロジーライフが消費者に提供した資料に記載されている内容です。 

※ エコロジーライフは、上記所在地に存在しません。 

※ 同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。 

 

２．具体的な勧誘事例（勧誘資料については参考資料を参照） 

【事例１】 

（１）平成 27 年８月下旬頃、エコロジーライフから消費者宅に封筒が届いた。その封筒には、

エコロジーライフの会社概要及び事業内容とする風力発電の概要等が記載されたパンフレッ

ト、社債に関する説明資料、エコロジーライフの社債購入のお申し込み用紙、エコロジーラ

イフの担当者の名刺が入っていた。 

（２）その翌日、大手企業の社員を名乗る男性（以下「Ａ」という。）から消費者に「エコロジー

ライフの社債購入に関する封筒が届いているか。」と電話が架かってきた。消費者がＡに「は

い。」と答えたところ、その翌日にもＡから消費者に電話があり、「エコロジーライフの社債

を購入したいが、その社債はその封筒が届いた本人か本人の親戚しか購入することができな

いので、私（Ａ）をあなたの親戚ということにしてほしい。」と依頼され、消費者はＡの申

出を承諾した。 

（３）その２日後、エコロジーライフの前記（１）の名刺の担当者名を名乗る者（以下「Ｂ」と

いう。）から消費者に電話があり、「Ａから『Ａはあなたの親戚なので、あなたの代わりに社

債を購入したい。』との申出を受けているが、Ａは本当にあなたの親戚ですか。」と聞かれた

ので、消費者は「はい。」と答えた。 

（４）上記（３）と同じ日、Ｂからの電話の後にＡから消費者に「エコロジーライフが私（Ａ）

をあなたの親戚と認めてくれたので、社債を購入できました。」とお礼の電話があった。 

（５）その２日後、会社名や氏名を名乗らない男性（以下「Ｃ」という。）から消費者に電話が

あり、「あなたの親戚だとうそをついてエコロジーライフの社債を購入しようとしたためＡ

は警察に逮捕された。あなたも逮捕されることになる。Ａの保釈金やあなたの裁判費用も必

要になる。」などと言って、金銭の支払を要求してきた。 

（６）消費者は、最寄りの消費生活センターや警察署に相談し、被害に遭わずに済んだ。 

 

【事例２】 

（１）平成 27年９月末頃、エコロジーライフから消費者宅に封筒が届いた。 

（２）その翌日頃、エコロジーライフの社員と名乗る者（以下「Ｄ」という。）から消費者に「当

社から封筒が届きましたか。」と電話が架かってきた。消費者はＤに「封筒は届いている。」

と回答するとともに封筒に入っていたエコロジーライフの社債の勧誘資料を確認し、「興味

はない。」と答えて電話を切った。 
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（３）更にその翌日頃、エコロジーライフの社債の購入を希望すると称する者（以下「Ｅ」とい

う。）から消費者に電話があった。Ｅは、消費者に対し、「封筒が届いたあなたの住む地域

に私（Ｅ）の親戚がいる場合は、私（Ｅ）にエコロジーライフから社債の申込みの許可が下

りるので、エコロジーライフから電話がかかってきた場合は、私（Ｅ）をあなたの親戚だと

答えてもらえませんか。」と依頼した。Ｅが消費者に被害が及ぶことはないと保証してくれ

たので、消費者はＥの依頼を承諾することにした。 

（４）その翌日頃、Ｄから消費者に電話があり、「Ｅさんから社債の代金として 3000 万円頂き

ましたが、Ｅさんはあなたの親戚ですか。」と尋ねられたので、消費者は「はい。」と答え

た。 

（５）後日、Ｅから消費者に、「エコロジーライフが社債の申込みを受けてくれ、3000万円を納

めました。」と電話があった。 

（６）10月に入って、Ｄから再び消費者に電話があり、「Ｅさんは、本当はあなたの親戚ではな

いのではありませんか。」と聞いてきたので、消費者はＤに「本当は、Ｅは自分（消費者）

の親戚ではない。」と答えた。するとＡは消費者に、「あなたがうそをついたことで、エコ

ロジーライフの口座が止められてしまった。その責任としてあなたに 3000万円の１割であ

る 300万円を支払ってほしい。」と金銭の支払を要求した。 

（７）その数日後、今度は、弁護士と名乗る男性からも消費者に電話があり、「Ｅがうそを言わ

せたことが原因ではありますが、あなたも保証金として 300万円支払う必要があります。」

と言われた。 

（８）消費者は、知人の助言を受け、最寄りの消費生活センターや警察署に相談した。そこで今

回の一連の出来事が詐欺であることを知り、被害に遭わずに済んだ。 

 

３．当庁が確認した事実 

○ エコロジーライフは、消費者に対し、同社の会社概要及び事業内容とする風力発電の概要

を記載したパンフレットや社債のお申し込み用紙等一式が入った封筒を送付してきます。 

○ その後、消費者に、購入希望者から電話があり、「社債を購入したいが、その社債は本人又

は本人の親戚しか購入することができないので、エコロジーライフから電話がかかってきた

ら、私（購入希望者）をあなたの親戚であると答えてほしい。」などと依頼してきます。な

お、その電話の前にエコロジーライフの担当者と称する者から消費者に封筒の到着の有無に

ついて尋ねる電話が架かってくることもあります。 

○ 更にその後、購入希望者からの前記依頼を断らなかった消費者に、エコロジーライフから

電話があり、購入希望者との関係を確認されます。消費者が購入希望者は自分（消費者）の

親戚であると答えると、後日、購入希望者から消費者に、エコロジーライフの社債の申込み

や購入ができたというお礼の電話があります。 

○ その数日後、エコロジーライフやその関係者から消費者に電話があり、「親戚だとうそをつ

いて社債を購入しようとしたため購入希望者は逮捕された。あなたも逮捕されることになる。

購入希望者の保釈金やあなたの裁判費用も必要になる。」、「あなたがうそをついたことで、

エコロジーライフの口座が止められてしまった。その責任として 3000 万円（購入希望者の

社債購入金額）の１割の 300万円を支払ってほしい。あなたも保証金として 300万円支払う

必要があります。」などと言って、金銭の支払を要求してきます。 

○ エコロジーライフは、消費者に送付した勧誘資料に同社の事務所の所在地を掲載していま

すが、当該所在地に同社の事務所は存在しませんでした。 

○ エコロジーライフが消費者に送付した勧誘資料に記載している所在地に係る商業登記簿を

確認したところ、当該所在地におけるエコロジーライフの登記は存在しませんでした。 
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○ エコロジーライフは、消費者に送付した勧誘資料の社債のお申し込み用紙に振込先として

同社名義の口座を記載していますが、当該口座は実在しないものでした。 

○ エコロジーライフが使用していると思われる電話番号について調査したところ、判明した

契約者は、電話転送サービス事業者であり、いずれの電話番号も、解約済みなどの理由によ

りエコロジーライフと連絡を取ることはできませんでした。 

 

４．消費者へのアドバイス 

○ 前記３の事実を踏まえると、エコロジーライフには事業の実体がないことが強く疑われま

す。エコロジーライフから勧誘資料が届いた場合又はエコロジーライフの社債の購入希望者

からエコロジーライフの勧誘資料について電話で質問や依頼を受けた場合、決して応じない

でください。 

○ 見知らぬ人や事業者からの「社債を購入したいが、その社債は勧誘資料の封筒が届いた本

人か本人の親戚しか購入ができないので、私（購入希望者）をあなたの親戚ということにし

てほしい。」、「勧誘資料の封筒が届いたあなたの住む地域に購入希望者の親戚がいる場合は、

購入希望者に社債の申込みの許可が下りるので、勧誘資料の事業者から電話がかかってきた

ら、私（購入希望者）をあなたの親戚だと答えてもらえませんか。」といった依頼は詐欺の

手口です。見知らぬ人や事業者からこのような依頼を受けても決して応じてはいけません。 

○ このような依頼に応じてしまい、後から「あなたがうそをついたことで、会社の口座が止

められてしまった。その責任として保証金を支払ってほしい。」などと言われて金銭の支払を

求められても、決して支払ってはいけません。お金を支払う前に消費生活センター等や警察

に相談しましょう。 

○ 金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的な御質問・御相談・御意見を金融サー

ビス利用者相談室で受け付けるとともに、同庁のウェブサイトで専用ページを設けて詐欺的

な投資勧誘等への注意を促していますので、参考にしてください。 

● 金融庁金融サービス利用者相談室 

受付時間 平日10時00分～17時00分  
電話番号 0570-016811（IP電話からは03-5251-6811） 

● 金融庁ウェブサイト：専用ページ「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください！」 
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html 

 

○ このような取引に関して不審な点があった場合は、各地の消費生活相談窓口（消費生活セ

ンター等）や警察に相談しましょう。 

 

 

◆ 消費者ホットライン（最寄りの消費生活センター等を御存知でない場合） 

電話番号 188（いやや！） 

◆ 警察相談専用電話

          電話番号 ＃9110 

 

（以 上） 

 

 

 

本件に関する問合せ先 

消費者庁 消費者政策課 財産被害対策室  

TEL：03(3507)9187 FAX：03(3507)9287 
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